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Ⅰ はじめに 

 

本県では、全国的に産業廃棄物最終処分場のひっ迫が著しく強まる中、平成５年９月に

県内５地域において管理型廃棄物最終処分場を整備することなどを内容とする「公共関与

による産業廃棄物最終処分場の整備方針」を策定し、本方針に基づき、北杜市明野町にお

いて最終処分場の整備を進めた結果、平成２１年５月に本県初の公共関与による管理型廃

棄物最終処分場である山梨県環境整備センターが操業を開始しました。 

 

しかしながら、各種リサイクル法制の整備等に伴い、事業者の排出抑制や再生利用の取

り組みが大幅に進展するなど、廃棄物を取り巻く環境に大きな変化がみられることなどを

踏まえ、平成２３年５月に、同センターに続く公共関与による産業廃棄物最終処分場の設

置については、当面、その整備を凍結することとしました。 

更に、その後、平成２５年１２月には同センターが廃棄物の埋め立てを終了することと

なり、現在、本県では、産業廃棄物の最終処分のほとんどを県外に依存する状況にありま

す。 

 

一方、本県では平成１７年３月に、廃棄物の排出抑制、循環的利用及び適正処理に関す

る事項を盛り込んだ「山梨県生活環境の保全に関する条例」が制定され、これを機に、産

業廃棄物に関しては、多量排出事業者排出抑制推進事業（トライ産廃スリム事業）の実施

等を通じて、排出抑制や再生利用に向けた事業者の主体的な取り組みを推進し、その結果、

再生利用率が向上する等の成果が現れてきています。 

しかしながら、県内では、リニア中央新幹線や中部横断自動車道の建設など大規模プロ

ジェクトの実施等に伴い、産業廃棄物排出量の増加が見込まれており、前述した最終処分

の状況等を踏まえると、最終処分量の一層の削減に向けて、今後、更に産業廃棄物の排出

抑制や再生利用を促進していくことが重要となります。 

 

このため、産業廃棄物の排出量等の動向を把握する目的で実施している産業廃棄物実態

調査の結果に加え、平成２７年度に県内の排出事業者等を対象にアンケート調査を実施し、

県内における産業廃棄物処理を巡る現状を把握するとともに、産業廃棄物に関する有識者

や市町村の代表等で構成する産業廃棄物適正処理検討会議を設置し、本県における産業廃

棄物の適正処理を推進していくための方策について検討を行っていただきました。 

 

本ビジョンは、こうした産業廃棄物処理の現状とこれをもとにした検討会議の提言を踏

まえ、本県における産業廃棄物に関する施策の中長期的な方向性を明らかにするものであ

り、本ビジョンに基づく施策・事業の具体化を図り、県民の皆様の御理解のもと、より一

層の産業廃棄物適正処理の確保に向けて、排出事業者や廃棄物処理業者の主体的な取り組

みを促し、支援していくこととします。 
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Ⅱ ビジョンの位置づけと対象期間 

 

本ビジョンは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

及び山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、廃棄物の排出抑制、循環的利用及び適

正処理の推進などの廃棄物対策を総合的かつ計画的に推進していくために策定される山梨

県廃棄物総合計画における産業廃棄物に関する施策を補完するものであり、同計画に掲げ

た目標の達成に資することを目的とするものです。 

 

現在、本県では、リニア中央新幹線や中部横断自動車道の建設など大規模プロジェクト

が進行しており、今後、東京圏、中京圏、大阪圏との飛躍的なアクセス向上に伴い、本県

を取り巻く社会的・経済的な環境が大きく変貌することが見込まれています。 

これを踏まえ、東京・名古屋間でリニア中央新幹線の開業が予定される平成３９年を念

頭に、平成２９年度から概ね１０年間程度を想定して、本ビジョンに基づく取り組みを推

進することとします。 

なお、この期間中において、産業廃棄物を取り巻く環境が著しく大きく変化することが

見込まれる場合にあっては、必要に応じて、適切に本ビジョンの見直しを図ることとしま

す。 
 
 

＜図１ ビジョンの位置づけ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

山梨県廃棄物総合計画 

 

 一般廃棄物 産業廃棄物 不法投棄対策 

山梨県生活環境の保全に関する条例 

産業廃棄物適正処理推進ビジョン 

産廃施策を補完 

廃棄物等の排出抑制など、県内における廃棄物の 

適正処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

目標達成へ寄与 
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Ⅲ 本県の産業廃棄物を巡る状況 

１． 産業廃棄物の排出量等の状況 

（全国の状況） 

全国の産業廃棄物の排出状況等を平成１５年度以降で見ると、排出量については

平成１７年度の約４．２億トンをピークに減少する傾向にあり、平成２５年度には

約３．８億トンとなっています。 

また、最終処分量については、リサイクルの進展により更に削減が進んでおり、

平成１５年度の約３，０００万トンから平成２５年度には約１，２００万トンへと

半分以下に減少しています。 

一方、産業廃棄物最終処分場については、全国で埋立が可能な容量（残余容量）

は１．８億ｍ３前後で推移していますが、埋立が可能な年数（残余年数）は、最終処

分量の大幅な減少を反映して、平成１５年度の約６．１年から、平成２５年度には

約２．４倍の約１４．７年と大きく伸びており、最終処分場のひっ迫状況は引き続

き緩和の傾向にあります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百 

万 

ｍ３ 

※ 残余年数 ＝ 残余容量／最終処分量 （ｔとｍ３の換算比を１とする） 
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＜図２ 産業廃棄物排出量および最終処分量の推移＞ 

＜図３ 産業廃棄物最終処分場の残余容量等の推移＞ 
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また、本県が平成２８年１１月に全国都道府県に対して実施した調査では、最終

処分のための廃棄物搬入について事前協議等を求めている都道府県は３４自治体で、

１０年前に比べ１自治体が増加しましたが、原則搬入禁止の自治体数に変動はあり

ません。 
 
 

＜図４ 域外からの産業廃棄物搬入に係る事前協議制度等の推移＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 （県内の状況） 

県内の産業廃棄物の排出量は、全国比で０．４％程度の約１，６００千トン前後

で推移していますが、平成２５年度は景気対策による公共事業の増加や大規模な建

設プロジェクトなどの影響で、５年前に比べて微増しました。 

一方、再生利用率は平成２５年度には１０年前に比べて７ポイント程度増の約 

５０％となっており、これに伴い最終処分量も減少しています。特に処理業者への

委託による最終処分量は、平成１５年度の約５０千トンから平成２５年度には約１

８千トンにまで減少しています。 
 

＜表１ 山梨県で排出される産業廃棄物の推移＞ 
単位：千ｔ 

 
 
 
 
 
 
                                                 

※：農業分野の廃棄物を除く 

 
  

 
平成１０年度 平成１５年度 平成２０年度 平成２５年度 

排出量 １，５７２  １，７１３ １，５７１ １，６１１ 

再生利用量 

（再生利用率） 

４９９ 

（３１．７％） 

  ７４０ 

（４３．２％） 

  ６６８ 

（４２．５％） 

  ８０４ 

（４９．９％） 

減量化量 ７１８  ７４０   ７５１   ６４７ 

最終処分量 

（委託処分量） 

３４０ 

（７３） 

   ２２４ 

（５０） 

  １４４ 

（２４） 

  １５４ 

（１８） 

平成２８年１１月 山梨県のアンケート調査結果等による 
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２．県内における産業廃棄物処理の現状と課題 

（１）県内における産業廃棄物処理の現状 

本県では、県内における産業廃棄物処理を巡る現状を把握するため、平成２７年度

に、県内の排出事業者や廃棄物処理業者、廃棄物処理施設の周辺地域の住民の方々を

対象にアンケート調査を実施しました。 

調査対象ごとのアンケート調査結果の概要は次のとおりですが、総括すれば、排出

抑制に取り組んでおらず、かつ今後も取り組む予定のない排出事業者がなお一定程度

存在し、また、鉱業汚泥など再生利用が進まない産業廃棄物の処理に苦慮している状

況があります。 

一方、再生利用等、適正処理を促進するためには、地域住民の理解と協力のもとに

適正な産業廃棄物処理施設の確保が必要になりますが、地域住民からは安全性の担保

や、分かりやすい情報提供等が求められています。 

 

① 排出事業者  

排出抑制への取り組み状況については、排出抑制に取り組んでおらず、かつ今後

も取り組む予定もない排出事業者の割合が３割程度でした。その理由として、「発

生量が少ない」が約６割を占めましたが、一方で「人的な余裕がない」や「どうす

ればよいのか分からない」という回答もありました。 

また、排出量の削減に苦慮している面についての質問には、「排出量は企業の業

績と比例するので、抑制が難しい」、「リサイクル等の事例について情報を得る機

会がほしい」といった回答がありました。 

排出抑制や再生利用の推進に向けての取り組みとして、分別排出が重要である旨

の意見が多くあった一方で、鉱業汚泥など、現状では再生利用が困難な廃棄物の処

理に苦慮している状況があります。 

 

◇ 排出事業者の産業廃棄物の排出抑制への取り組み状況 

排出事業者へのアンケート調査項目のうち、産業廃棄物の排出抑制への取り組み状

況については、「取り組んでいる」が４０．８％と最も多くなっていますが、「取り

組んでいない（今後取り組む予定なし）」との回答が２７．０％ありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

［取り組んでいない理由］ 

1 発生量が少ない                59.2％ 

2 人的余裕がない                13.1％ 

3 どうすればいいかが分からない 12.6％ 

4 経費が見合わない       11.2％ 

取り組んでいる

40.8%

今後、取り組む

予定である

25.9%

取り組んでいな

い（取り組む予

定なし）

27.0%

その他

1.7%

無回答

4.6%

問13排出抑制の取り組み状況 <SA>

（Ｎ＝762）

排出抑制の取り組み状況 
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排出抑制やリサイクルへの取り組みについて、排出事業者の自由意見には、次のよ

うなものがありました。 

・ 排出量は企業の業績と比例するので、抑制が難しい。リサイクルを検討するも、

技術的な課題が多い。 

・ 製品の品質を優先すると廃棄物量が増える。 

・ 砂利採取業から排出される汚泥について、再生利用が進まないため、研究、検討

を進めたい。 

・ リサイクル技術を開発しても、なかなか活用が図られない。 

・ 現場で出る混合廃棄物について分別を徹底することによって再生利用できるも

のを増やし、最終処分量を減らしていきたい。 

・ リサイクル等の事例について情報を得る機会がほしい。 

 

 

 

② 処理業者  

多くの処理業者が受け入れた産業廃棄物の再生事業を行っており、約半数の処理

業者が概ね生産量と販売量のバランスが保たれていると回答しています。 

しかしながら４割程度の処理業者が「ギャップがある」と回答しており、そのう

ち、生産量に見合う販売量がないと回答した処理業者の全てが、がれき類から再生

したＲＣ材※１をその品目として挙げています。 

排出抑制や再生利用の推進に向けての取り組みとしては、行政に再生品の利用促

進に向けた取り組みを求める意見や、排出事業者に対して適切な分別排出や適正な

コスト負担を求める声などがありました。 

 
※１：ＲＣ材 ・・・コンクリートがら等を破砕処理した再生砕石（リサイクル・クラッシャー） 

 

 

◇ 処理業者における再生処理の状況 

処理業者のうち、８２．９％の業者が受け入れている産業廃棄物を再生処理してい

ます。 

再生処理をしている再生品の種類で最も多いのは「ＲＣ材」で４４．４％となって

おり、次いで、「木くずチップ」（２３．８％）、肥料（１４．３％）の順となって

います。 
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◇ 産業廃棄物の再生品の販売状況 

処理実績が大きい処理業者からのヒヤリング結果によれば、産業廃棄物の受託量と

再生品の販売量とのギャップ（再生品が順調に売れているか）については、およそ半

数の４９．２％の処理業者において、バランスが取れていると回答していますが、２

５．４％の処理業者が「再生品の需要量に対し、産業廃棄物受託量が少ない（再生品

が足りない）」と回答しています。 

一方、「産業廃棄物受託量が再生品の販売量を上回っている（再生品がストックさ

れている）」と回答のあった処理業者は１３．６％で、その品目は全てＲＣ材（がれ

き類）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 処理業者の排出抑制、リサイクルへの取り組み状況 

処理業者に対して、排出抑制やリサイクルの推進に向けての取り組みなどについて

尋ねたところ、次のようなものがありました。  

リサイクル処理

はしていない

11.8%

リサイクル処理

している

82.9%

無回答

5.3%

問6リサイクル処理の有無 <SA>

（Ｎ＝76）

リサイクル処理の有無 
（N=76） 

［再生品の種類］ 

ＲＣ材                   44.4％ 

木くずチップ         23.8％ 

肥料            14.3％ 

改良土            3.2％ 

その他（金属、プラ原料等） 46.0％ 

産業廃棄物受託

量が再生品の販

売量を上回って
いる（再生品が

ストックされて

いる）

13.6%

産業廃棄物受託

量 ＝ 再生品

の販売量
49.2%

再生品の需要量

に対し、産業廃

棄物受託量が少
ない（再生品が

足りない状況）

25.4%

未把握等

11.9%

受託量と販売量のギャップ <SA>

（Ｎ＝59）

受託量と販売量のギャップ 
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・ 排出事業者に対し、分別排出についてもっと理解していただきたい。 

・ 捨てる方の意識を変えていくことが必要。廃棄物の処理にはお金がかかるという

基本原則の理解を啓発してほしい。 

・ ＲＣ材のような再生品の需要を喚起するためには、用途の拡大につながる規格づ

くりなど、行政の関与が必要だ。 

 

 

 

③ 地域住民  

本県では処理業者が廃棄物処理施設を設置するにあたり、事前に周辺地域住民と

の合意形成を図る事前協議制度※３を実施しています。 

廃棄物処理施設の周辺に居住する住民への同制度に対するアンケート調査の結果

では、約７５％が「このままでよいと思う」と回答しました。また「異なる方法が

よい」と答えた人からは「住民に分かりやすく説明してほしい」、「説明を受けて

も分からないので、判断の助けとなるような客観的な評価が必要」など、制度の運

用面での改善を求める意見がありました。 

 

◇ 地域との合意形成について 

施設周辺住民へのアンケート調査項目のうち、県の事前協議制度に基づいた合意形

成の方法について、どのように思うか尋ねたところ、「このままで良いと思う」が７

４．５％、「異なる方法がよい」が２１．８％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「異なる方法がよい」と回答した方に、どのような手法がよいかを尋ねたところ、次

のような回答がありました。 

・ 施設が人体に害がないことを住民に分かりやすくきちんと説明してほしい。 

・ どのようなものを扱うのかが分からなければ、設置の是非の判断ができないので、

業務内容を丁寧に説明してほしい。 

・ 周辺住民との合意形成の過程において、有識者の指導、助言も必要と考える。 

・ 住民は説明を受けても分からないことがあるので、判断の助けとなるような、第

三者による客観的な評価が必要。 

このままで良い

と思う

74.5%

異なる方法が

よい

21.8%

無回答

3.6%

問10.合意形成の方法について <SA>

（Ｎ＝55）

合意形成の方法について 
（N=55） 
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※３：廃棄物処理施設の設置に関する事前協議制度について 

県では、廃棄物処理施設を設置して廃棄物処理業を行おうとする者等に対し、法に基づく許

可申請の前に「山梨県廃棄物処理施設設置に関する指導要領」に基づいて事前協議を義務付け

ています。（平成６年１０月施行） 

この手続きでは、事業者は事業概要を記した計画書により、地域住民等へ説明するとともに、

施設設置に係る生活環境への影響を調査、予測評価し、この結果等をもとに地域住民等と合意

形成を図ることとしています。 

県は地域での合意形成の状況等について市町村長の意見を聴取し、問題が無い場合は事前協

議を終了し、事業者に許可申請手続きを指示します。 

 
 
 

（２）再生利用が困難な産業廃棄物の状況 

産業廃棄物の最終処分量の削減を進めていくためには、再生利用の一層の促進が不

可欠となりますが、アンケート調査の結果から、排出事業者や処理業者においては、

再生利用を促進するため、分別・選別の徹底や再生品の活用促進の必要性等が認識さ

れるとともに、鉱業汚泥など再生利用が困難な廃棄物（以下「再生利用困難物」とい

う。）の扱いに苦慮している状況があります。 

このうち、特に再生利用困難物に関しては、産業廃棄物適正処理検討会議に分科会

を設置して、専門的・技術的な観点から対応策について検討を行いましたが、こうし

た産業廃棄物の再生利用が進まない現状について、次のとおり整理がなされました。 

・ 産業廃棄物のうち、木くずやがれき類などは排出から再生品への加工、流通、利

用という一連の流れが確立しているが、砂利洗浄汚泥や廃瓦などの再生利用困難

物を再生利用するためには、用途に応じた素材としての性状の改良に専門的な知

見や技術を要するなど、再生利用のハードルが高い。 

・ 再生品を開発しても明確な需要が見込めない中、新たに再生利用に取り組もうと

する事業者自体が少ない。 

・ このような状況から、再生品の原材料として認知されず、再生品の用途や規格の

提案等も出にくい状況となっている。 

 
 
 

（３）産業廃棄物適正処理における課題 

アンケート調査結果や分科会での検討に基づく前述の産業廃棄物処理の現状を踏ま

えると、今後、本県における産業廃棄物処理について一層の適正化を図っていくため

には、次に掲げる課題への対応策を検討し、実行していくことが必要になります。 

① 産業廃棄物の排出段階での課題 

・ 産業廃棄物の排出量は、企業の事業活動量により大きく影響を受けること

を考慮する必要がある。 

・ 排出抑制は、製造工程の見直しなどコストや技術的な問題もあり、企業利

益に直接結びつかない面がある。 
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・ 排出事業者からは、再生利用の具体的な手法や先進事例などの情報を求め

る声がある。 

② 産業廃棄物の分別・選別に関する課題 

・ 分別排出を強力に促進していくためには、再生品の需要を確保し、再生利

用の流れを作ることが必要である。 

・ 処理業者間の価格競争等により、分別に必要なコストを処理料金に反映す

ることが難しく、また分別の方法などについて排出事業者と処理業者との

間で十分に共有されていない状況がある。 

・ 最終処分量を減らしていくためには、混合廃棄物について分別を徹底する

ことにより、再生利用できるものを増やしていくことが必要である。 

③ 再生利用困難物など、産業廃棄物の再生利用における課題 

・ 再生利用困難物については、再生技術をはじめ、その再生品の需要、市場

での流通状況等に関する情報が少ない。 

・ 再生品の明確な需要が見込めないことから、新たに再生利用に取り組もう

とする排出事業者等が少ない。 

・ 今後排出量の増加が想定される鉱業汚泥については、再生技術をより高め

るなどして、利用先を確保する必要がある。 

・ 再生利用困難物については、不適正処理を誘発する懸念があることから、

安全性やコスト等を考慮した、市場に受け入れられる基準の設定等により、

再生利用を進める必要がある。 

・ ＲＣ材など、再生品の一部において生産量に見合う需要が確保できていな

い実態がある。 

④ 適正な処理施設の充実のための住民理解に関する課題 

・ 処理業者によって提供される情報や説明の内容に差があり、地域住民の処

理施設に対する正確な理解が進まない場合がある。 

・ 地域住民からは、施設が操業をした後、意見交換や環境モニタリングの実

施を求める声がある。 
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Ⅳ 産業廃棄物に関する施策の今後の方向性 
 

１．基本的な考え方 

本県では、リサイクルが大きく進展するとともに、全国的な産業廃棄物最終処分場の

ひっ迫が緩和している状況等を踏まえ、当面、公共関与による産業廃棄物最終処分場の

整備を凍結していますが、前述したとおり、産業廃棄物を巡る状況に変化は認められな

いと考えられます。 

このため、産業廃棄物最終処分場の整備については引き続き、当面、凍結することと

し、県内及び全国的な産業廃棄物の排出等の動向を注視しつつ、県内における最終処分

量の更なる削減に向け、排出抑制や再生利用など産業廃棄物の適正処理を一層強力に推

進していくこととします。 

なお、市町村が処理責任を有する一般廃棄物については、現在、平成３０年中の操業

開始に向けて、県内全市町村を対象とする最終処分場の整備が進められていますが、継

続的かつ安定的な処理体制を確保するため、引き続き市町村の主体的な取り組みを促進

します。 

 
 

２．産業廃棄物の適正処理の推進 

産業廃棄物の適正処理の推進については、排出事業者や処理業者の主体的かつ率先し

た取り組みにより、前述した課題への対応を図ることが必要になります。 

廃棄物処理施設の周辺地域の住民をはじめ、廃棄物処理に対する県民の理解と協力の

もとに、産業廃棄物の処理責任を有する排出事業者と、処理を受託する処理業者が互い

に活用し協力し合いながら、適正処理の確保に向けて果たすべき役割を率先して実行し

ていくことが重要です。 

このため、本県では、産業廃棄物処理業を快適な県民生活と活力ある県内経済を支え

る産業と捉え、その健全な発展を支援するとの基本的な考え方のもとに、次に掲げる４

つの方向から施策を検討し、実行していくこととします。 

 

 
 

（１） 排出事業者の意識改革と取り組みの促進 

・ 産業廃棄物の適正処理の確保のため、先進的な取り組み事例を収集し、提供して

いくことなどにより、適正なコスト負担も含めた排出事業者の意識向上を図ると

ともに、主体的かつ率先した取り組みを促していきます。 

・ 産業廃棄物の排出量は、景気動向などに左右されるため、こうした点を考慮した、

排出事業者の取り組みを適正に評価する仕組みの導入を図っていきます。 

・ 廃棄物の再生利用を促進するため、排出事業者と処理業者との間で用途に応じた

分別・選別に関する情報の共有化を図ります。 
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［主な施策・事業］ 

 セミナー等を通じた、先進的な取り組み事例等の情報提供 

 排出抑制に向けた事業者の優れた取り組みの表彰など、インセン

ティブの付与 

 排出抑制・再生利用の取り組みを適切に評価できる指標の導入 

 個々の排出事業者の実情に応じた、排出抑制等の具体的なアドバイ

スの実施 

［主な施策・事業］ 

 処理業者の資質向上のための研修等の実施 

 廃棄物処理法に基づく優良な処理業者の認定の促進 

 処理業者に係る県独自の格付け制度の導入  

 排出事業者による優良な処理業者の活用の促進 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 優良な処理業者の育成 

・ 処理業者の資質向上の取り組みを支援し、優良な処理業者の育成を図ります。 

・ 廃棄物処理法に基づく優良産廃処理業者認定制度※２を一層普及させるとともに、

関係団体の意見を踏まえ、地域貢献等も含めた新たな評価手法の導入について検

討します。 

・ 排出事業者に対して、廃棄物処理に係るコンプライアンスの確保や再生利用の効

果的な推進等のメリットをＰＲし、優良な処理業者の優先活用を促していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※２：優良産廃処理業者認定制度・・・通常の許可基準に加え、処理実績や財務諸表等の公表、
ＩＳＯ１４００１等の認証などの基準に適合した産廃
処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度 

 
 
 

（３） 再生利用困難物などの再生利用の促進 

・ 県内で発生する産業廃棄物の最終処分量の更なる削減を図るため、鉱業汚泥をは

じめ、現状では再生利用が困難な廃棄物の再生利用を促進していきます。 

・ 幅広い事業者に対して再生利用の先行事例等の情報提供を行うことで、排出事業

者等の具体的な取り組みを喚起し、取り組もうとする排出事業者等に対して、再

生事業の立案から利活用までを通じて幅広くサポートをしていきます。 
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［主な施策・事業］ 

 講習会やセミナー、ホームページ等を通じた、再生利用の動機付け

になるような情報の提供 

 再生事業の事例や手続き、サポート情報を掲載した手引きの作成 

 再生利用に取り組もうとする事業者向けの相談窓口の設置 

 再生事業を技術的、経済的観点等から評価、助言するアドバイザー

の派遣等 

 公共事業での利用など、再生品利用の促進 

［主な施策・事業］ 

 処理業者に係る県独自の格付け制度の導入（再掲） 

 産業廃棄物処理業の役割等の積極的なＰＲ  

 処理業者による施設見学・地域貢献活動等の推進  

 施設設置に関する事前協議制度の運用改善 

・ 再生事業によって生産された再生品の利用が促進されるよう、県内事業者に対し

て再生品の情報提供を行い、その活用を図っていきます。 

・ 再生利用を継続的に進めていくためには、一定量の廃棄物を確保する必要がある

ことから、事業者間で廃棄物に係る情報を共有する仕組みについて検討していき

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４） 産業廃棄物処理業に対する県民理解の醸成 

・ 産業廃棄物処理業を、県民生活や県内産業を支える重要な産業として健全に発展

させていくため、廃棄物の適正処理はもとより、積極的な情報開示や地域貢献等

に向けた処理業者の取り組みを促し、産業廃棄物処理業に対する県民理解の増進

を図っていきます。 

・ 処理業者の県民理解への取り組みを評価し、県民に情報提供するとともに、産業

廃棄物処理施設の設置に関して、地域住民が正確かつ十分な情報に基づき評価で

きる仕組みの整備を進めていきます。 
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Ⅴ ビジョンの推進 

産業廃棄物の排出抑制や再生利用等の一層の推進を図り、適正処理を確保していくため

には、排出事業者と処理業者が相互理解のもとに主体的かつ率先した取り組みを行ってい

ただくことが重要であり、こうした取り組みを県をはじめとする行政がバックアップして

いくことが必要です。 

また、県においても、産業廃棄物適正処理の確保に向けた施策を効果的に実施していく

ためには、廃棄物担当部局が中心となり、産業振興から公共事業など県庁内の幅広い部局

や市町村等との連携・協力が不可欠です。 

このため、本ビジョンの推進に当たっては、こうした関係者・関係機関と密接に連携し、

県民の協力を得る中で、施策・事業の具体化を図り実行していくこととします。 
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Ⅵ 資料 

○山梨県産業廃棄物適正処理検討会議について 

本検討会議は、学識者、産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物処理業者、市町村、県民

それぞれの分野からなる１０名の委員」により、平成２７年９月に設置され、平成２７

年１０月から平成２８年１２月までの間に５回、会議が開催されました。 

検討会議では、県が平成２６年度に実施した産業廃棄物実態調査、平成２７年度に実

施した排出事業者、処理業者、産業廃棄物処理施設周辺に居住する県民に対するアンケー

ト調査の結果等を踏まえ、県内の産業廃棄物処理に係る課題を整理し、課題解決のため

の方策について検討してきました。 

また、再生利用が困難な産業廃棄物の利用促進に関しては平成２８年５月に分科会を

設置し、専門的、技術的な観点から検討を行いました。 

こうした検討を重ねた結果、平成２８年１２月１９日、検討会議から県に対して、『産

業廃棄物の適正処理を推進するための提言』が報告されました。 
 
 
＜検討会議・分科会での検討経過＞ 

  第１回検討会議（平成２７年１０月１３日） 

    ・山梨県の産業廃棄物処理の現状について 

    ・産業廃棄物排出事業者・処理業者等へのアンケート調査の内容について 

  第２回検討会議（平成２７年１２月２４日） 

    ・アンケート調査結果について 

    ・アンケート調査結果から得られた産業廃棄物適正処理に係る課題について 

    ・今後の検討の方向性について 

  第３回検討会議（平成２８年 ３月２４日） 

    ・分科会の設置について 

    ・提言に向けての検討項目について 
 

第１回分科会（平成２８年５月１９日） 

 ・分科会での検討の進め方について 

 ・現地視察（鉱業汚泥の防草材としての再生利用事例） 

 第２回分科会（平成２８年８月５日） 

   ・再生利用困難物の建設資源としての利用事例の紹介 

   ・再生利用困難物の再生利用の促進方策について 

 第３回分科会（平成２８年１０月１８日） 

   ・再生利用困難物の利用事例について 

・再生利用困難物の再生利用の促進方策について 

第４回検討会議（平成２８年１１月２８日） 

    ・分科会の検討結果について 

・産業廃棄物の適正処理の確保に向けた提言（骨子）について 

第５回検討会議（平成２８年１２月１９日） 

    ・産業廃棄物の適正処理の確保に向けた提言について 
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① 再生利用に対する関心・意識を形成する段階    

② 事業者が再生利用について具体的に検討する段階  

③ 事業計画に基づき再生技術・再生品の開発を行う段階 

④ 開発された再生品等をＰＲし利用促進を図る段階   

○再生利用困難物の再生利用の促進方策の考え方 
～産業廃棄物適正処理推進会議・分科会からの報告（抜粋）～ 

 

再生利用困難物の再生利用を推進するためには、排出事業者や処理業者、利用者など幅広い

事業者に対して、再生利用の先行事例や技術情報等を発信し、具体的な取り組みを喚起すると

ともに、再生利用に取り組もうとする事業者に対し、安全性の確保についての助言、技術情報

の提供、利用ニーズとのマッチング、用途に応じた規格の提案など、幅広いサポートが必要に

なる。 

こうしたサポート等にあたっては、 

 

 

 

 

 

といった取り組みの段階に応じた内容や形態により実施されることが必要である。 
 
 

ステップ１ 再生利用に対する関心・意識を形成する段階 

多くの事業者が再生利用の可能性や意義等について理解し、具体的な取り組みに対す

る関心や意欲を持つなど、再生利用の動機付けにつながるよう、全国的な再生利用の取

り組み事例等の情報を幅広く提供する。 

 

ステップ２ 事業者が再生利用について具体的に検討する段階 

具体的な廃棄物を対象に再生利用への意欲・関心を有する事業者が行う再生利用事 

業計画の検討・立案に資するよう、安全性など廃棄物の観点からの留意事項をはじめ、

当該廃棄物による再生利用の取り組み事例、必要となる再生技術や施工試験の方法、利

用可能な支援制度等について助言を行う。 

 

ステップ３ 事業計画に基づき再生技術・再生品の開発を行う段階 

再生利用事業計画を定め、その計画に基づく事業者の取り組みに対して、専門的かつ

技術的な観点から評価・助言を行うとともに、用途に応じた規格等についての助言を行

うことにより、実際に活用可能な再生技術・再生品として精度の向上を図る。 

 

ステップ４ 開発された再生品等をＰＲし利用促進を図る段階 

開発された再生技術・再生品について、幅広く紹介し利用を呼びかけるとともに、公

共事業部門における優先的な利用を検討するなど、幅広く当該再生品の利用促進を図り、

継続的な再生利用事業としての展開を支援する。 
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